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	 心身障害者（児）手当など一覧	 平成26年７月現在

手
　
当

手当などの種類 対象となる方 手当・助成を受けられない方 手当月額 支給月

市
の
制
度

心身障害者
手当

※
こ
の
３
種
の
う
ち
１
種
の
み
受
給
可

▶身体障害者手帳1級・2級、愛の手
帳1度〜 3度の方
▶脳性まひの方
▶進行性筋い縮症の方

①難病手当受給者
②心身障害者福祉手当受給者
③施設入所者
④65歳以上で新規に身体障害者
手帳などを取得した方
⑤児童育成（障害）手当受給者

6,000円

４月
８月
12月

▶身体障害者手帳3級・4級、愛の手
帳4度の方 4,500円

難病手当 国・都の指定する特殊疾病の認定
（都医療券）を受けた方

▷心身障害者手当受給者
▷上記②③⑤該当者
▷65歳以上で新規に左記の特殊
疾病の認定を受けた方

8,000円

都
の
制
度

心身障害者
福祉手当

20歳以上の方で、
▶身体障害者手帳1級・2級、愛の手
帳1度〜 3度の方
▶脳性まひの方
▶進行性筋い縮症の方

▷心身障害者手当受給者
▷上記①③④該当者 15,500円

４月
８月
12月

重度心身障害者
手当

▶重度の知的障害で、日常生活に常
時複雑な配慮を必要とする精神症
状を有する方
▶重度の身体障害と重度の知的障害
が重複する方
▶重度の肢体不自由で両上肢および
両下肢の機能が失われ、座ってい
ることも困難な程度の方

▷施設入所者
▷病院などに3か月以上入院して
いる方
▷65歳以上で新規に身体障害者
手帳などを取得した方

60,000円 毎月

国
の
制
度

特別障害者手当

重度の障害があるため、日常生活に
常時特別な介護が必要な20歳以上
の方〔くわしくは障害福祉課☎（529）
7100へお問い合わせください〕

▷施設入所者
▷病院などに3か月以上入院して
いる方

26,000円
５月
８月
11月
２月

障害児福祉手当

重度の障害があるため、日常生活に
常時介護が必要な20歳未満の方〔くわ
しくは障害福祉課☎（529）7100へお
問い合わせください〕

▷施設入所者
▷当該障害を支給理由とする年
金の受給者

14,140円

そ
の
他

都
の
制
度

障害者医療費助
成制度

▶身体障害者手帳1級・2級（内部3
級）、愛の手帳1度・2度の方

▷生活保護受給者
▷65歳以上で新規または更新に
より身体障害者手帳などを取
得した方

保険診療
の自己負
担分医療
費の一部
を助成

※65歳未満で心身障害者手当または難病手当を受給中の方が、より月額の高い手当の対象となる障害に該当された場合
は、今まで受給していた手当を中止し、新しく該当した障害で一覧上段の3種の中から受給できる手当を申請し直す
ことができます（一部例外がありますので、くわしくはお問い合わせください）。
※表中「施設入所者」の施設とは、障害者支援施設、障害児入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人
ホーム、救護施設、のぞみの園などです。グループホーム、ケアホームは含みません。

心身障害者手当など未申請の方は申請をしてください 児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当

現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

　

児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養

手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、
現
況
届

私
立
幼
稚
園
補
助
金
〜
未

申
請
の
方
は
手
続
き
を

　

市
は
、
私
立
幼
稚
園
に
通
園
し
て

い
る
お
子
さ
ん
が
い
る
世
帯
に
、
所

得
に
応
じ
て
補
助
金
を
交
付
し
て
い

ま
す
▼
対
象
＝
市
内
在
住
で
幼
稚
園

（
市
外
幼
稚
園
も
含
む
）に
通
園
し
て

い
る
お
子
さ
ん
が
い
る
世
帯（
所
得

制
限
あ
り
）▼
申
請
方
法
＝
通
園
し

て
い
る
幼
稚
園
が
配
布
す
る
調
書
に

必
要
事
項
を
書
い
て
、
幼
稚
園
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
幼
稚
園
か
ら
調

書
が
配
布
さ
れ
な
い
場
合
は
、
子
育

て
推
進
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
く

わ
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
推
進
課
子
育
て
推
進
係
・

内
線
1
3
4
1

た
ち
か
わ
し
環
境
ブ
ッ
ク
で

活
動
を
Ｐ
Ｒ
し
ま
せ
ん
か

　

市
は
、
年
1

回「
た
ち
か
わ

し
環
境
ブ
ッ

ク
」を
発
行
し

て
い
ま
す
。
こ

の
冊
子
は
、
立

川
市
に
お
け
る
環
境
実
態
や
市
民
・

市
内
事
業
所
の
皆
さ
ん
の
環
境
関
連

活
動
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
も
の
で

す
。
皆
さ
ん
の
環
境
活
動
の
P
R
の

場
と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

申
環
境
対
策
課（
市
役
所
2
階
）で
配

布
し
て
い
る「
環
境
活
動
P
R
用
紙
」

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
も
可
）に
必
要
事
項
を
書
い
て
、

8
月
29
日（
金
）ま
で
に
フ
ァ
ク
ス
か

E
メ
ー
ル
で
環
境
対
策
課
・
内
線
2

２
４
３
Fax（
５
２
４
）２
６
０
３
eka

nkyoutaisaku@
city.tachikaw

a.
lg.jp

へ

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
現
況
届

は
前
年
の
所
得
状
況
な
ど
を
確
認
す

る
た
め
の
も
の
で
、
期
日
ま
で
に
提

出
し
な
い
と
手
当
の
支
給
が
遅
れ
る

場
合
や
、
受
給
で
き
な
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

●
受
付
期
間　

▽
児
童
扶
養
手
当
＝

８
月
１
日（
金
）～
29
日（
金
）〔
８
月

17
日
以
外
の
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
〕▽
特
別
児
童
扶
養
手
当
＝
８
月

11
日（
月
）
～
９
月
10
日（
水
）〔
土

曜
・
日
曜
日
を
除
く
〕

●
受
付
窓
口　

子
育
て
推
進
課
給
付

係（
市
役
所
１
階
）。
郵
送
不
可
。

●
必
要
書
類　

▽
手
当
証
書
▽
印
鑑

▽
市
か
ら
の
通
知
に
記
載
し
て
あ
る

書
類

●
児
童
扶
養
手
当
現
況
臨
時
窓
口　

時
8
月
11
日（
月
）～
15
日（
金
）＝
午

前
9
時
～
11
時
30
分
と
午
後
1
時
～

4
時
場
市
役
所
16
相
談
室（
子
育
て

推
進
課
隣
）

●
夜
間
・
日
曜
日
窓
口　

時
▽
8
月

15
日（
金
）＝
午
後
5
時
30
分
～
8
時

▽
8
月
17
日（
日
）＝
午
前
9
時
～
11

時
30
分
と
午
後
1
時
～
4
時
場
市
役

所
1
階
多
目
的
プ
ラ
ザ

　

な
お
、
手
当
を
受
け
て
い
る
方
と
、

そ
の
同
居
親
族
で
、
今
年
の
１
月
2

日
以
降
立
川
市
に
転
入
し
た
方
は
、

１
月
１
日
現
在
に
住
ん
で
い
た
区
市

町
村
が
発
行
す
る
平
成
26
年
度
の
課

税
・
非
課
税
証
明
書
を
、
現
況
届
と

一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
推
進
課
給
付
係
・
内
線
１

３
４
６

親
医
療
費
助
成
制
度

現
況
届
を
発
送
し
ま
す

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制

度
の
親
医
療
証
を
お
持
ち
の
方
に

「
現
況
届
」を
郵
送
し
ま
す〔
７
月
31

日（
木
）発
送
予
定
〕。
現
況
届
の
受

け
付
け
は
次
の
日
程
で
実
施
し
ま
す

の
で
、
期
間
内
に
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。
ま
た
、
児
童
扶
養
手
当
の
現

況
臨
時
窓
口〔
8
月
11
日（
月
）～
15

日（
金
）。
上
記
事
参
照
〕で
も
提
出

で
き
ま
す
。

●
窓
口
受
付　

８
月
１
日（
金
）～
10

月
10
日（
金
）〔
土
曜
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
〕の
午
前
９
時
～
午
後
５

時
、
子
育
て
推
進
課
給
付
係（
市
役

所
１
階
）で
。

●
郵
送
受
付　

10
月
10
日（
金
）〔
消

印
有
効
〕ま
で
に
子
育
て
推
進
課
給

付
係
へ
。

　

ま
た
、
ひ
と
り
親
な
ど
の
世
帯
で
、

こ
の
親
医
療
証
を
お
持
ち
で
な
い
方

は
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
す
る
方

は
、
必
要
な
書
類
等
を
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
推
進
課
給
付
係
・
内
線
１

３
４
５

心
身
に
障
害
の
あ
る
方
、

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
方
へ
各
種
手
続
き
に

つ
い
て
お
知
ら
せ

　市や都、国は心身に障害のある方が地域で安心して暮らせるよう、各種手当の支給や医療費の助
成（下表）を行っています（所得制限あり）。これらの手当は申請しないと受け取ることができません。
該当する方で、これまで申請したことがない方は、障害福祉課業務係（市役所1階）でお早めに手続
きをお願いします。なお、現在、支給や助成を受けている方は手続きの必要はありません。
問障害福祉課業務係☎（529）7100

ヤゴの救出


